
 

 

 

令和 7年 11 月 13日 

　報道機関各位 

吉川市政策室主幹　 

 

11 月 7日、閉庁時の職員が少ない状況においても各職員及び守衛が自発的に対

応できるように訓練し、被害を最小限にとどめることを目的とした、吉川市庁舎

消防防災訓練を実施しました。 

訓練では、想定として午後 6時に庁舎 1階の給湯室から出火し、それを職員が

発見した後に、各職員による通報訓練、消火器及び屋内消火栓を使用した初期消

火訓練、職員による来庁者の誘導及び庁舎内の残留者を確認する避難訓練などを

行いました。 

庁外へ出て安全な場所に参集後、職員や来庁者の避難状況を確認し、消防隊員

への報告により訓練が終了となりました。 

訓練終了後、訓練を見届けた消防署の方から、避難時や誘導をする際の注意事

項など講評をいただきました。 

吉川市では今後も様々な状況における火災に対する訓練を行うことで職員の対

応能力を高め、来庁者及び職員の安全確保に努めます。 

 

概要 

日時　11月 7日(金)午後 5時 30分～6時 

場所　吉川市役所本庁舎(吉川市きよみ野一丁目1番地) 

協力　吉川松伏消防組合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

吉川市庁舎消防防災訓練を実施しました
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この件に関するお問合せ先 

l お問合せ：総務部　財政課　☎048・982・5966

吉川市 

記事提供：政策室　広聴広報担当 ☎048・982・5112

初期消火訓練 避難訓練


